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補助金応募者必携、 

企画書記入のポイントを 

ずばり解説！ 

令和８年度豊橋市市民協働推進補助金 

（わかば補助金）事業企画書等 記入要領 

記入漏れ・内容の間違いを防ぐため、提出前に右

ページの「記入要領」の各項目の□にチェックを

入れ確認をしましょう！ 

記入例の内容はすべて架空のものであり、実際の団体や法令などとは一切関係ありません。 
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様式第１（第８条関係） 

 

 

市民協働推進補助事業企画書 

 

                                令和 ８年 ４月 １２日 

 

  豊橋市長 様 

 

所 在 地 豊橋市今橋町●● 

提出者 名   称 ダンスサークル豊橋わかば 

代表者氏名 今橋(いまはし) わかば(わかば) 

 次のとおり事業を企画したので、関係書類を添えて提出します。 

区 分 市民活動若者支援（わかば）補助金  （２回目） 

事 業 の 名 称 ダンスで元気と健康に！！ 

当該事業における補

助 金 の 活 用 状 況 

交 付 元 名 称：(財)猫だすけ協会 

補助金交付年度：令和７年度 

補 助 金 名 称：猫だすけ動物愛護基金助成金 

団

体

の

状

況 

設 立 年 月 日 令和５年４月１日 

設 立 経 緯 

介護施設や福祉施設等に入所している高齢者の方に、ダンスを通して、見て

楽しんでもらったり、一緒に踊ったりして、活力を取り戻してもらうことを

目的とします。また、ダンスを通して施設をはじめとして地域との交流を行

います。 

活 動 目 的 
１か月に１回、市内の介護施設等を訪問して、ダンスを実施し入所者との交

流を行います。また希望者にはダンスの踊り方を指導します。 

 

備考 １ 内容の記載は簡潔にお願いします。なお、必要に応じて各項目の枠を広げて使用できます。 

２ 企画書に次の書類を添付してください。なお、（２）（３）は、施設整備を行う場合のみ提

出してください。 

（１） 定款又は規約、会則その他これらに準ずるもの（団体で申請する場合） 

（２） 事業実施の位置図及び工作物等のイメージ図（大きさ、デザイン等がわかるもの） 

（３） 工事を業者に依頼する場合は、工事費用の見積書の写し 

この企画が審査を通過した場合、

同一事業で何回目の交付になる

か、回数を記入してください。 

（記入例） 
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記入要領 
 

様式第１（市民協働推進補助事業企画書） 

□【提出者】 

所 在 地：団体の住所（個人で申請する場合は個人の住所）を記入してください。複数の事務所

が分散している場合などは、その中心になる事務所の住所を記入してください。 

名   称：団体の正式名称を定款・規約等から記入してください。（個人で申請する場合は記入不

要です。 

代表者氏名：代表者の氏名を記入してください。また、会長、代表など役職名がある場合は、氏名

の前に記入してください。（個人で申請する場合は個人の氏名を記入してください） 

 

※ 提出者の項目は、企画が採用された場合、補助金交付申請書、請求書、実績報告書などにすべ

て統一して記入いただくことになりますのでご注意ください。 

□【区分】 

この企画が審査を通過した場合、同一事業で何回目の交付になるか、回数を記入してください。 

［記入例］今回初めて申請する場合「１」、過去１回交付を受けている場合「２」」 

□【事業の名称】 

 実施する事業の名称を記入してください。 

また、今回の事業が団体にとって新規事業か継続事業かチェック☑をしてください。 

【補助金の活用状況】 

過去５年以内に豊橋市又はその他の団体から補助金を受けたことがある場合のみ、交付元名

称、補助金交付年度及び補助金名称を記入してください。市民協働推進補助金を受けた場合

も記入してください。 

【団体の状況】 

・設立年月日 

団体の設立年月日を定款・規約等と合わせて記入してください。ＮＰＯ法人の場合は認証を

受けた日を記入してください。ただし、前身となる団体がある場合やＮＰＯ法人の場合で任

意団体としての活動がある場合にはその団体の設立年月日をカッコ書きで併記してください。 

・設立経緯 

具体的に記入してください。 

・活動目的 

定款・規約等の内容と合わせて記入してください。 
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様式第２（第８条関係） 

事業計画書 

 （わかば補助金） 

備考 内容の記載は簡潔にお願いします。なお、必要に応じて各項目の枠を広げて使用できます。 

① 事 業 の 区 分 

(該当する事業にチェック☑) 

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る事業 ☑ (11)国際協力を行う事業 □ 

(2)社会教育の推進を図る事業 □ (12)男女共同参画社会の形成の促進を図る事業 □ 

(3)まちづくりの推進を図る事業 □ (13)子どもの健全育成を図る事業 □ 

(4)観光の振興を図る事業 □ (14)情報化社会の発展を図る事業 □ 

(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る事業 □ (15)科学技術の振興を図る事業 □ 

(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る事業 □ (16)経済活動の活性化を図る事業 □ 

(7)環境の保全を図る事業 □ (17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充の支援を行う事業 □ 

(8)災害救援事業 □ (18)消費者の保護を図る事業                    □ 

(9)地域安全事業 □ (19)公益的社会貢献活動団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助を行う事業 □ 

(10)人権の擁護又は平和の推進を図る事業 □ (20)前各号に掲げる事業に準ずる活動として愛知県の条例で定める事業 □ 

②現状把握・分

析・事業目的 

必要性 

豊橋市内の介護施設等に入所している方の生きがいの創出につなげる。また、

ダンスを通して入所者の健康づくりの一助にするとともに地域との交流を行

い、街の活性化につなげる。 

③事業内容（詳細） 

実効性 

施設の入所者に向けてダンスを実施するとともに、実際に参加してもらうこと

で健康づくりに役立てる。 

④スケジュール 

実効性 

事業期間 令和８年８月１日から令和９年３月３１日まで 

実施日 内容 会場 参加者数見込 

８月 

１０月 

２月 

３月 

打ち合わせ 

■■施設訪問 

■■施設訪問 

反省会 

会員宅 

●●施設 

●●施設 

会員宅 

 

30人 

30人 

⑤周知方法・対象 

実効性 

チラシ・ポスター：全校区市民館・生涯学習センターで配架/掲示 

対象：市内全域の市民、SNS（インスタグラム等）等で広く周知 

⑥実施体制 

実効性 

ダンスサークル豊橋わかば１０名 

（協力：●●大学ダンスサークル５名、その他ボランティア） 

⑦事業が公共の利

益に寄与すると考

える理由 

公益性 

施設入所者の健康づくりにつながることと、施設を中心とした地域交流の広がり

が期待される 

⑧新しい発想や独

自の考え 

独創性 

ただダンスを踊るだけではなく、踊りと健康づくりに結び付けダンスを行うこと 

（記入例） 
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記入要領 
 

◆ 様式第２（事業計画書） 

□【事業の区分】 

 該当する事業の区分にチェック☑をしてください。 

□【②現状把握・分析 事業目的】必要性 

 事業実施の理由、地域課題の解決につながる事業の目的について記入してください（根拠となる数

字や具体例があれば記入してください）。 

□【③事業の具体的な内容】実効性 

  ①の事業目的につながる形で行う事業の具体的な内容を記入してください。 

□【④スケジュール】実施予定期間、予定日 実効性 

実施予定期間は【「事業に着手する日」から「事業が完了する日」】を記入してください。 

事業に着手する日とは、事業の準備を始める日です。（令和８年８月１日以降の日を記入してくださ

い。） 

事業の完了日とは、事業実施以後、メンバーで事業報告などを実施し、これですべて完了するとい

う日です。イベント等で、当日ですべて完了するのであればその日が完了日ということになります。

（令和９年３月３１日以前の日を記入してください。） 

 【⑤周知方法・対象】実効性 

事業の周知方法と方法ごとの対象（地域・年齢層・分野など）を具体的に記入してください。 

□【⑥実施体制（実施メンバー）】実効性 

 貴団体（個人で申請した場合はあなた）が単独で実施するのか、もしくは他団体の協力を得ながら

実施するのかを記入してください。協力団体等は、具体的にすべて記入してください。 

ボランティアを募集するのであればその規模（人数）も記入してください。 

□【⑦この事業が公共の利益に寄与すると考える理由】公益性 

 この事業を行うことで広く公共の利益に貢献できる理由を記入してください。 

□【⑧新しい発想や独自の考えがある部分】独創性 

 企画に対して他にはない新しい発想独自の考えなどを記載してください。 
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様式第３（第８条関係） 

収支予算書 

収入                                       単位：円 

費     目 金   額 内      訳 

市民協働推進補助金 100,000 円  

自己資金 10,000 円 会費 

   

   

   

合  計 110,000  

 

支出                                       単位：円 

費     目 金   額 内      訳 

䣗
対
象
経
費
䣘 

報償費 5,000 円 謝礼（講師：5,000 円） 

旅費 15,000 円 講師の交通費 

需用費 75,000 円 チラシ 1,000 枚、文房具一式 

役務費 2,000 円 郵送料 

使用料及び賃借料 10,000 円 会場使用料：1回につき 5000 円×2 回 

   

   

小  計 107,000  

䣗
対
象
外
経
費
䣘 

団体の運営に関す

る事務費等の経常

的な経費 

  

  

  

団体の事務所等を

購入、整備、維持す

るための経費 

  

  

  

団体の構成員に対

する人件費、謝礼、

食糧費、交通費及び

宿泊費 

3,000 会員弁当代 

  

  

その他   

小  計   3,000    

合  計 110,000  

備考 １ 内容の記載は簡潔にお願いします。なお、必要に応じて各項目の枠を広げて使用できます。 

   ２ 団体の構成員に対する食糧費の内、活動時に必要な水分補給に要する食糧費は対象経費にでき

ます。 

収入と支出の合計欄は必ず一致させ

てください。 

金額欄は円単位の記入です。 

（記入例） 
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記入要領 

◆ 様式第３（収支予算書） 

□【収 入】 

 費 目：市民協働推進補助金、自己資金、協賛金、寄附金、広告収入、入場料、参加料、他の補助

金・助成金などの区分で記入してください。 

 金 額：費目欄の区分ごとに千円未満の端数が出ないようにして円単位で記入してください。 

     市民協働推進補助金は、支出の「対象経費」から算出してください。 

 内 訳：算出基礎等を内訳欄に記入してください。※単位も記入してください。（円・人・日等） 

□【支 出】 

 費 目：下記の表の費目ごとに記入してください。 

 金額及び内訳：収入に同じ 

費目 主なもの 

１ 報償費 講師･専門家等への謝礼等 

２ 旅費 市内で活動するための交通費及び宿泊費（応募対象者の２に該当する方又は３、

４に該当する団体の中で２の要件に該当する方が市内で活動するための交通費

及び宿泊費に限る）、外部講師・専門家等への交通費、宿泊費等（原則実費） 

３ 需用費 消耗品費、書籍等の購入費、チラシ･ポスター等の印刷製本費、機材等の燃料費

等 

４ 役務費 翻訳・原稿料、通信運搬費、保険料等 

５ 委託料 設計・測量・デザイン等の委託料 

６ 使用料及び賃借料 会場使用料、車両・機材・物品・器具等のレンタル・リース料等 

７ 原材料費 セメント・砂利・鋼材・木材等の資材 

８ 備品購入費 ５万円以上で反復使用に耐えるものの購入費（ただし、事業に不可欠なものに限

る。） 

９ その他の経費 その他市長が必要と認める経費 

備考 次の経費は補助対象経費としない。 

・ 団体等の運営に関する事務費等の経常的な経費 

・ 団体等の事務所等を購入、整備、維持するための経費 

・ 団体等の構成員に対する人件費、謝礼、食糧費（活動時に必要な水分補給に要する費用は除く。） 

・ 領収書等により団体等が支払ったことが確認できない経費 

・ 事業に直接要した額を確認できない経費 

□【その他】 

・「内訳」、「金額」、「小計」、「合計」、計算結果が合っているか確認をしてください。 

・【収入】と【支出】の合計が同じ金額になっているか確認をしてください。 

・人件費、謝礼、食糧費、旅費（交通費及び宿泊費）は対象経費と対象外経費の両方に該当します。

内訳欄に対象経費、対象外経費に計上した理由が分かるように記載してください。 

 例 旅費【対象経費】講師の交通費、【対象外経費】会員が活動するときに発生する交通費 

・補助金が採択された場合、補助金の交付申請や実績報告に関する事務費は団体の負担となります。 
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様式第４（第８条関係） 
構成員名簿 

 
ＮＯ 職名・氏名 該当する項目をチェック☑ 

１ 今橋わかば（代表） 市内在住 ☑・市内在勤 □・市内在学 □ 若者 ☑ 

２ 今橋花子（副代表） 市内在住 ☑・市内在勤 □・市内在学 ☑ 若者 ☑ 

３ 三河次郎（会計） 市内在住 ☑・市内在勤 □・市内在学 ☑ 若者 ☑ 

４ 豊橋三郎 市内在住 ☑・市内在勤 □・市内在学 ☑ 若者 ☑ 

５ 豊橋四郎 市内在住 ☑・市内在勤 □・市内在学 ☑ 若者 ☑ 

６ 豊川一郎 市内在住 ☑・市内在勤 □・市内在学 ☑ 若者 ☑ 

７ 
 

市内在住 □・市内在勤 □・市内在学 □ 若者 □ 

８ 
 

市内在住 □・市内在勤 □・市内在学 □ 若者 □ 

９ 
 

市内在住 □・市内在勤 □・市内在学 □ 若者 □ 

10 
 

市内在住 □・市内在勤 □・市内在学 □ 若者 □ 

人数 ５人  

 

連絡責任者氏名  

 
備考 構成員人数に応じて名簿の列を増やして使用できます。 
 

参考 豊橋市市民協働推進補助金（わかば補助金）交付要綱 
  （定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 略 

(2) 若者 30歳未満の者をいう。 

 （補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれをも満たすもので

なければならない。 

（１） 略 

２ 前項の規定にかかわらず、未成年者のみで構成される団体又は若者については、構成員と

は別に、成人の連絡責任者を１名置かなければならない。 
★頂いたメールアドレスへ事業実施後のアンケートや今後の補助金についてのお知らせを送付させてい

ただきます。 

 

（記入例） 
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記入要領 
◆ 名簿 

□ 団体名が記載されているか 

  企画書の団体名称と一致している必要があります。 

□ 規約で定めた役員が特定されている 

  企画書に記載のある代表者、定款に記載の内容と一致している必要があります。 

□ 団体の会員数、会員が豊橋市に在住、通勤、通学していることが分かる内容になっているか 
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ダンスサークル豊橋わかば 規約 

 

（名称） 

第 1 条 この会はダンスサークル豊橋わかばと称する。 

（所在地） 

第 2 条 この会の事務所は、豊橋市今橋町１２３４に置く。 

（目的） 

第 3 条 介護施設や福祉施設等に入所している高齢者の方に、ダンスを通して、見て楽しんでも

らったり、一緒に踊ったりして、活力を取り戻してもらうことを目的とする。営利を目

的とせず、自発的な活動を行うものとする。 

（活動） 

第 4 条 この会は第 3 条の目的を達成するために次の活動を行う。 

（１）１か月に１回、市内の介護施設等を訪問して、ダンスを実施し入所者との交流を

行います（会員） 

 

第 5 条 この会の会員は豊橋市に在住、在勤、在学している者で会の目的に賛同する者が会員と

なることが出来る 

（入会） 

第 6 条 会員の入会については、特に条件を定めない。会員として入会しようとするものは、代

表に了承を得るものとする。 

（退会） 

第 7 条 会員の退会については、特に条件を定めない。退会しようとするものは代表に退会の意

思を申し出るものとする。 

（役員） 

第 8 条 この会は次の役員を置く。役員は、会員の過半数の賛成をもって決定する。 

     代表 1 名 この会を代表して職務を行う 

副代表 1 名 代表を補佐する 

会計 1 名 この会の会計処理を行う。 

（事業年度） 

第 9 条 この会の事業年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日とする。 

（規約の変更） 

第 10 条 規約の変更は会員の過半数の賛成をもって決定する。 

（雑則） 

第 11 条 この規約は令和５年１月１日から施行する。 

 

 

 

（記入例） 
団体で申請する場合必要 
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記入要領 
◆ 規約 

□ 団体名が記載されているか 

  企画書の団体名称と一致している必要があります。 

□ 団体の主たる事務所が記載されているか 

  企画書の所在地と一致している必要があります。 

□ 団体の目的、活動内容が記載されているか 

  主に豊橋市内で活動をすることが補助金の対象要件になります。 

□ 会員についての定めがあるか 

□ 規約の施行日について記載があるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


